
建設リサイクル制度に係る

論点及び今後の方向性について

参考資料２



１．3Rの推進に向けた横断的取組

（１）発生抑制、再使用及び再生資材の利用の推進

　①発生抑制の取組の推進

第１章 第２章 第３章

こうした発生抑制の取組の推移を把握するため、建設分野における資
源生産性（＝ＧＤＰ／天然資源等投入量）の推計を行っていくべきであ
る。

133 202
203

301
302
309

133 202
203

301
302
304

建築物や構造物の長寿命化を促進する取組が必要である。 202
203

301
306

今後整備される施設の設計段階におけるライフサイクルを考慮した発
生抑制については、建築物や構造物の長寿命化を推進するための総合
的な施策を講じるべきである。

202
203

301
306

発生抑制について、建設リサイクル法基本方針に概念を示していくのであれ
ば、法の緩やかな範囲拡大を意識した方がいい。

202
203

301
307
308

建設リサイクル法による発生抑制の促進を図るべきである。 202
203

301
307
308

　②再使用・再生資材の利用

第１章 第２章 第３章

リユースやリサイクルが容易な建設資材についての取組が必要である。 135
136

202
203

310
311

古材などのリユースに関するＮＰＯ等の取組について情報発信できれば良い。 134 202
203

310
311

再生資材の利用については、利用用途に応じた品質基準とその確認手法や、
再生資源の含有率等に基づいた分類、再生資源の有効利用率に関する指標に
ついて検討するべきである。

310
312

他産業由来の再生資材の適用性評価について研究を行うべきである。 310
313

再使用・再生資材の利用について、建設リサイクル法基本方針に概念を示し
ていくのであれば、法の緩やかな範囲拡大を意識した方がいい。

202
203

310
314

建設リサイクル法に３Ｒの概念をどう入れ込むかは、法律の前提として大事で
ある。

202
203

310
314

建設資材等の再使用については、市民団体等による取組が一部でなされ
ているものの、建設市場全体においては、その可能性も含め実態が把握さ
れていないことから、まず実績や品質基準について検討し、可能な限りに
おいて建設資材等の再使用を促進すべきである。

建設リサイクル法基本方針においては、資源有効利用促進法の規定等を踏
まえた再使用・再生資材の基本的方向や具体的方策を示し、取組のより一
層の推進を図るべきである。

中間とりまとめ（案）
記載箇所

建設分野における発生抑制の取組については、従来から個々の事業者によ
り、設計・施工段階において一定の取組が積極的になされてきているにもか
かわらず、その成果を定量化するのが非常に難しく、結果としてその努力が
目に見える形になっていないため、発生抑制が緒に就いたばかりの印象を与
えるため、データの把握方法について検討する必要がある。

202
203

301
305

発生抑制の取組及び効果について実態把握に努め、設計段階から発
生抑制の効果が評価可能な指標等について検討すべきである。

関係者の発生抑制に対する意識及び知識の向上を図るため、発生抑
制に関する工法や技術等の情報の蓄積、共有及び周知などを積極的
に図るべきである。

133 202
203

既存施設の延命化等による発生抑制の推進を図るため、予防保全の
実施等による構造物の延命化等の戦略的維持管理の実施や、既存ス
トックの有効活用についての啓発に努めるべきである。

301
302
303
305
306

○建設資材等の再使用の総合的な
 　取組が進んでいないこと

○再生資材利用の取組が必ずしも
 　十分とはいえないこと

■再使用・再生資材の利用
　について

【論点】
・建設廃棄物の再使用及び
　再生資材利用の促進を図
　るための方策は何か。

建設分野においても、再使用や
他産業に由来するものも含めた
再生資材の利用の推進に努めて
いくことが重要である。

着目する観点
／論点

基本的な方向性 検討が必要な事項 具体的な取組

○発生抑制に関する情報共有や実態
　 把握・評価が十分でないこと

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題

建設リサイクルにおける課題

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

建設廃棄物の
再資源化の促進

中間とりまとめ（案）
記載箇所着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項 具体的な取組

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

循環型社会の構築及び自然環境
保全のため、廃棄物の３Ｒを通じ
て新たに採取する天然資源と自然
界へ排出されるものを最小化
し、資源の循環的な利用が確保
されることが重要である。建設分
野においても、資源投入量の最
小化について、より一層努めてい
くことが重要である。

■発生抑制の取組の推進
　について

【論点】
・建設リサイクルの上流段階
　の取組である発生抑制に
　ついて、より一層の強化が
　必要ではないか。

建設リサイクル法においては、同法基本方針において資源有効利用促
進法を踏まえた発生抑制の基本的方向や具体的方策を示し、取組のよ
り一層の推進を図るべきである。
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（２）建設廃棄物の流れの「視える化」

第１章 第２章 第３章

再資源化の促進・適正処理の徹底、両方の目的で廃棄物の流れの透明化、
効率化が必要であり、廃棄物の所在がリアルタイムに確認できるシステムが
あれば問題は解決できる。

209
222

315
321

（ライフサイクルを通じた発生抑制の観点から、）上流からのサプライチェー
ン情報の伝達も重要である。

209
222

315
321
328

適正処理の観点では情報管理の志向が強くなるが、多様なリサイクル促進の
観点からは自主的取組の促進等をベースとした制度が良い。

209
222

315
320
321

廃棄物の情報管理に関して、関係者の連携や役割分担を整理する必要があ
る。

209
222

315
316
321

電子マニフェストのユーザーインターフェース改善、既存データベースの有
効活用等を図る必要がある。

209
222

315/317
321/322
404

情報管理は電子マニフェスト普及を前提とすべきだが、普及するまでの対応
等について検討が必要である。

209
222

315/318
321/322

収集・運搬業者と処理業者すべてに電子マニフェストは義務付けるべきであ
る。

209
222

315
322

小規模業者を含め、誰でも使える電子化システムでないといけない。 209
222

315
319
322

電子マニフェストが普及しなかった理由を踏まえた今後の取り組みを整理すべ
きである。

209
222

315
322

（３）建設リサイクル市場の育成

第１章 第２章 第３章

建設リサイクルに関わる企業のコンプライアンス体制の確立を促すべき
である。

208 323
324
325

質の高い建設リサイクルを推進している企業が公正かつ客観的に評価
される仕組みについて検討すべきである。

208 323
324
326

リサイクル品の価格形成が不明確であり、市場育成のために価格競争力を持
つような仕組みが必要である。

地域での需給バランスの均衡に資する情報収集・情報発信のあり方や
再生資材が価格競争力を有するための方策について検討すべきであ
る。

208 323
324
327

  廃棄物処理法に定められたいわゆる「電子マニフェスト」については
排出事業者、処理業者（収集運搬業者、処分業者）のすべてが電子
マニフェストに加入していなければ発行できないこと、普及啓発が必ず
しも十分でなかったこと等から普及が伸び悩んでいた。しかし、全国
産業廃棄物連合会の各県協会を通じた普及活動、主要都市での建設
業者向け説明会や各都道府県での説明会等による普及活動、一定期
間について加入料を無料とするキャンペーン等の各種取組が平成１９年
度に重点的に行われたことや、平成１９年度分からマニフェスト交付状況
の行政報告が義務づけられたことにより、現在は普及率が急速に増加
しつつある。このことから、当面の取組としては、引き続き関係者によ
る電子マニフェストの普及促進を図り、普及率を大幅に上昇させるとと
もに、併せて建設リサイクル法届出やマニフェスト年次報告等の行政届
出情報と連携し、情報の有効活用を図ることで、リサイクル及び廃棄
物処理の適正性の把握に努めるべきである。

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所

自ら処理する場合も含めて建設廃棄物の流れを「視える化」し､把握
するための仕組みについては､まず関係者の役割分担や既存システム
の連携､自主的取組の促進等について検討すべきである。

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所

基本的な方向性 検討が必要な事項

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点

○再生資材利用の取組が必ずしも
　 十分とはいえないこと

■建設廃棄物の流れの
　「視える化」について

【論点】
・建設廃棄物の一連の流れを
　「視える化」し、把握するた
   めの仕組みが必要ではない
   か。

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

○依然として不法投棄・不適正処理が
 　多いこと

建設廃棄物の発生から再資源
化・適正処理及び製品化までの
一連の流れについて建設廃棄物
の物流を「視える化」し再資源
化の適正性を把握する仕組みが
有効である。

◎廃棄物処理状況の把握が必ずしも
　 十分といえないこと

△関係者間の意思疎通や情報交換が
 　必ずしも十分でないこと

△建設リサイクルについての国民の
　 理解・意識が高くないこと

○発生抑制に関する情報共有や実態
　 把握・評価が十分でないこと

△応分の費用負担に対する発注者等の
　 意識が高くないこと

○分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

○再資源化状況の把握が必ずしも
　 十分とはいえないこと

○建設資材等の再使用の総合的な
 　取組が進んでいないこと

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

○応分の費用負担に対する発注者等の
 　意識が高くないこと

■建設リサイクル市場の育成
　について

【論点】
・建設リサイクル市場の育成
　を図るための方策は何か。

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、企業はコンプライ
アンス（企業活動における法令
遵守）を徹底し、まず企業自身
が、自らの企業活動の透明性を
高める努力が必要である。ま
た、企業と契約を結ぼうとする主
体が、コスト情報に加えて、法令
遵守や情報の公開、環境保全の
取組などの企業の優良性に関す
る情報を併せて入手し、優良な
企業の選定について検討すること
ができるような環境を整えること
が重要である。

○木材の縮減が多く、再資源化率が
　 低いこと

○関係者間の意思疎通や情報交換が
 　必ずしも十分でないこと

○建設リサイクルについての国民の
　 理解・意識が高くないこと

○再生資材利用の取組が必ずしも
　 十分とはいえないこと
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（４）分別解体、再資源化に係る情報提供

第１章 第２章 第３章

分別解体の取組や施工方法に関する情報を流すルートについて工夫が必要で
ある。

129 204 328
329

再資源化における需要と供給の結びつきを作り、経済的取引がスムーズに進
むための仕組みについて検討が必要である。

129
130

204 328
329

（5）建設リサイクル法の周知・啓発の充実

第１章 第２章 第３章

発注者は、自分が不法投棄に関与しているという情報が十分ないため、費用
負担意識が高くなく、低コストを求めてしまうという傾向があるとの意見があ
る。

108
131
132

211 330
331
332

建設リサイクルの知識が乏しい発注者に対しては、適切なコスト負担に対する
理解・意識の向上策と、届出の充実や取締まり強化等をセットで考えるべき
との意見がある。

108
131
132

211 330
331
332

建設リサイクルに対する国民の意識が薄いのではないか。 建設リサイクル制度に関する広報活動、講習会及び研修、優れた取組
に対する表彰等についての具体的な方策を検討し、実施すべきであ
る。

108
132

211 330
331
333

事業者、周辺住民の意識向上や啓発のため、現場標識に法律の意味を記載
してはどうか。

108
110

211 330
331

（６）建設リサイクルに関する技術開発等の推進

第１章 第２章 第３章

解体リサイクルが容易な建設資材を供給するように、生産段階からの工夫が
必要である。

ＣＯ２発生抑制の観点から、３Ｒとの位置付けを明確にすることが必要である。

建設リサイクル法に係る諸手続きや、分別解体等に係る施工方法、分
別解体等における有害物質の取扱い、再資源化に係る施設、技術及
び需要の動向、優良処理業者に関する情報、設計者や資材製造者が
有する建設資材等に関する情報など、建設リサイクル制度に係る関係
者間の情報共有、連携強化に必要な情報の提供方策について検討
し、実施すべきである。

130 336

335

130
136

334

○建設リサイクルについての国民の
 　理解・意識が高くないこと

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所
建設廃棄物の

再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

着目する観点
／論点

基本的な方向性 検討が必要な事項

○応分の費用負担に対する発注者等の
　 意識が高くないこと

■分別解体、再資源化に
　係る情報提供について

【論点】
・分別解体及び再資源化に
　係る情報提供の充実が必
　要ではないか。

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、関係者の間で建
設リサイクルに関する意思の疎通
や情報交換が十分に行われるよ
う、分別解体や再資源化に係る
情報を関係者間で共有、活用で
きるようにすることが重要であ
る。

◎分別解体等の取組が十分でない
 　ケースがあること

○再資源化状況の把握が必ずしも
　 十分とはいえないこと

○依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

◎関係者間の意思疎通や情報交換が
　 必ずしも十分でないこと

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題

着目する観点
／論点

基本的な方向性 検討が必要な事項

◎応分の費用負担に対する発注者等の
　 意識が高くないこと

■建設リサイクル法の周知
　・啓発の充実について

【論点】
・一般市民を含む関係者に
　対する、建設リサイクル法
　の周知・啓発の一層の充
　実が必要ではないか。

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、一般市民を含め
た全ての関係者が、再資源化及
び適正処理並びにそれらに必要
な費用の負担について高い理
解、意識を有することが重要であ
る。

◎分別解体等の取組が十分でない
 　ケースがあること

○依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

○関係者間の意思疎通や情報交換が
 　必ずしも十分でないこと

◎建設リサイクルについての国民の
　 理解・意識が高くないこと

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題

○廃石膏ボート等の再資源化の取組
 　の遅れ

■建設リサイクルに関する
　技術開発の推進について

【論点】
・建設リサイクルに関する技術
　開発や、それを誘導するため
　の需要拡大について促進を図
　るための方策は何か。

建設リサイクルの一層の促進を図
るためには、リサイクルの質を向
上させるための技術開発及びそ
れを誘導するための需要の拡大
が重要である。

設計段階においてライフサイクルコストに留意し、長寿命化やリサイク
ルのしやすさを考慮した構造や資材についての技術開発及びその採用
を促すための方策について検討すべきである。

△建設資材等の再使用の総合的な
　 取組が進んでいないこと

△再生資材利用の取組が必ずしも
 　十分とはいえないこと

低炭素社会や自然共生社会に向けた取組と相まった建設リサイクルの
促進が必要であることから、建設リサイクルの取組において、ＣＯ２排
出量の削減効果やその他の環境負荷低減効果について簡便に算定する
ための手法について検討すべきである。

建設廃棄物が有する潜在的な資源価値を低コストで最大限再生利用す
るための技術開発や、それを誘導するための需要の拡大についても積
極的に促進すべきである。

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所

一般市民を含めた全ての関係者が、建設リサイクル及び建設リサイク
ル制度に対する理解をより一層深め、分別解体等、再資源化及び適正
処理並びにそれらに必要な費用負担を行うよう、より一層、情報提供
や啓発を充実すべきである。

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所
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２．建設リサイクルの促進

（１）分別解体等における取組の推進

　①対象規模基準のあり方

第１章 第２章 第３章

現行対象工事の事前届出・通知率が必ずしも高い水準にあるとは言えないこと等か
ら、まず現行対象工事の範囲での徹底・充実を図ったうえで、改めて規模基準の変更
について検討すべきである。

現行対象工事の事前届出・通知率の向上を図ることが必須であり、ま
ずは事前届出・通知に係る周知・啓発や行政指導等の取組を強化す
るべきである。

110 213 338
340
346

建築物の修繕・模様替えの規模基準は金額が大きく、捕捉率が低いことか
ら、引き下げるべきである。

110 213 338
341
347

対象規模以下の小規模工事で不適正処理が行われているのではないか等の
理由から、規模基準を引き下げもしくは撤廃すべきである。

109
110

213 338
339
347

不法投棄と工事規模の大小との関係については現実的に把握できておらず、
明らかではない。

109 213 338
344
347

規模引き下げにより得られる効果と、行政事務量の増加等とのバランスを総
合的に考える必要がある。

213 338
342
347

建築物新築・増築及び修繕・模様替の規模基準は、建築物解体の同量程度
の廃棄物が発生する規模で設定されていることに留意する必要がある。

213 338
345
347

規模を引き下げた場合、少量の廃棄物を効率的に収集・運搬する仕組みを
作らないと、無駄なＣＯ２が発生することになる。

112 213 338
343
347

地球温暖化の問題でも、中小事業者はなかなか規制がかからず、環境配慮
の徹底が遅れている。循環型社会の分野でもできるだけ多くの方に取り組ん
でもらうため、対象規模の引き下げを検討すべきである。

213 338
339
347

　②分別解体等に係る施工方法に関する基準

第１章 第２章 第３章

より一層リサイクルを促進するためには、現場分別を促進することが必要であ
る。

分別解体の取組や施工方法に関する情報提供ルートについて工夫が必要であ
る。

適正な施工方法についてより一層の情報提供に努めるべきである。 110
114

212 328/329
348/350

　③分別解体等時における有害物質の取扱い

第１章 第２章 第３章

有害物質の取扱については、作業者の健康保護、周辺の生活環境保護、分
別の適正処理等、他法令も含めた横断的事項として整理が必要である。

特定建設資材以外で分別に留意すべき有害物質等も含めた分別基準の策定
や事前届出内容の充実を図るべきである。

特定建設資材の再資源化に支障をきたす有害物質の事前除去及び有
害物質含有建材等の現場分別の徹底を図るべきである。

115 216 354/355
357/360

特定建設資材のリサイクル促進の観点から届出に必要な内容について
検証すべきである。

115 216 354/355
356/358
360

アスベスト付着の事前調査に関する情報の充実が必要である。 分別解体等における有害物質の取扱いに関し、労働安全衛生法や大気
汚染防止法、廃棄物処理法等の他法令による規制も含めてより一層の
情報提供に努めていく必要がある。

115 216 354
361

■分別解体等時における
　有害物質の取扱いについて

【論点】
・分別解体等時における有害
　物質の取扱いを規定する必
　要はあるか（特定建設資材
　の分別確保の観点から）。

分別解体等に際しては、現場作
業者や周辺住民の健康に多大な
る影響を与えうる石綿等の有害物
質や当該有害物質が含有された
建設資材について、関係法令に
基づく適正な取扱いを徹底する
必要がある。

○分別解体等の取組が十分でない
 　ケースがあること

◎特定建設資材の再資源化に支障を
　 来す有害物質の存在

△依然として不法投棄・不適正処理が
 　多いこと

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所
建設廃棄物の

再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

110
114

212 348
349

◎分別解体の施工方法が不明確な
 　ケースがあること

中間とりまとめ（案）
記載箇所

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

対象規模基準の見直しについては、まず工事規模と不適正処理量との
関係についての調査・分析や、廃棄物が少ない小規模工事における
効率的な分別、収集・運搬の仕組みの検討を行ったうえで、改めてそ
の効果と必要性について検討すべきである。

◎分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

■分別解体等に係る施工方法
　に関する基準について

【論点】
・分別解体等に係る施工方法
　に関する基準について見直し
　は必要か。

（１）分別解体等に係る施工方法
　　 に関して、ただし書き規定
　　（機械施工等）の適用対象
　　　の明確化は必要か。
（２）その他

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、分別解体等の施
工が適正な方法で行われる必要
がある。

分別解体に係る将来の施工技術の動向等を踏まえ、大型建築物におけ
る機械施工にも対応する必要があり、機械施工で対応可能なケースに
ついて基準を明確化するなど、施工方法に関する基準の見直しについ
て措置を講じるべきである。

△依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

具体的な取組

◎分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

■対象規模基準のあり方
　 について

【論点】
・現行の対象規模基準を
　引き下げる必要はあるか。

（１）建築物解体
（２）建築物新築
（３）建築物修繕・模様替
（４）その他工作物

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、建設リサイクル法
の手続に基づき把握できる廃棄
物量のカバー率を向上させること
が有効である。△依然として不法投棄・不適正処理が

 　多いこと

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所
建設廃棄物の

再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

115 216 329/354
355/356
359/360

現場作業者の健康保護、生活環境保全及び廃棄物適正処理等につい
ては関係他法令で具体的な規定が設けられていることから、建設リサ
イクル法の目的に照らし、特定建設資材のリサイクル促進の観点から
の整理を行うべきである。
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　④対象建設工事の事前届出・通知

第１章 第２章 第３章

届出等の内容について充実を図るべきとの意見がある（契約書面内容の記
載等）。

213 362
363
365

届出の複雑化は関係者の負担増につながる。 362
364
365

建設リサイクルに対する住民意識の高い自治体では、独自に届出等内容の充
実を図っている。

213 362
363
365

通知については国（国土交通省の直轄工事）と地方自治体で様式が異な
り、都道府県等によって情報把握が必要な情報が含まれていない。

通知様式について、情報把握が必要な情報が含まれるよう見直すべき
である。

362
366

事前届出の時期については直前まで可能とすべき。

まず事前届出における手続及び審査の効率化について検討し、手続き
の電子化の動向等を踏まえつつ、改めて適切な届出時期について検討
すべきである。

367
369

　⑤解体工事業の登録制度

第１章 第２章 第３章

解体工事業登録はハードルが低く、登録業者でも適正な解体を行っていない
業者が多いのではないか。

現状では規制強化を行うよりも、現行制度の遵守をより一層徹底させ
ることで、解体工事を営む業者の技術・資質の担保と発注者の保護を
図るべきである。

110 214 370
371

不法投棄減少のために、解体業を建築から独立した業種として把握する方向
性を打ち出すことが必要である。

110 214 370
373
374

解体工事業登録制度は、規制だけでなくスキル向上・育成の観点も含めら
れており、それらの取組が必要である。

110 214 370
373

解体工事業登録制度について欠格要件を強化する必要がある。 110 214 370
373

解体工事業の現状把握が必要である。
解体工事業に係る規制の在り方については、これら取組の状況及び解
体工事業の実態を踏まえつつ、改めて検討すべきである。

109
110

214 370
374
375

　⑥分別解体等における工事内容及び費用の明確化

第１章 第２章 第３章

最終的に費用負担する発注者の責任、意識が重要であり、積算根拠が明確
となるような見積、契約が必要である。

108/109
131/132

211 376
377
378

建設リサイクルの知識が乏しい発注者に対しては、適切なコスト負担に対する
理解・意識の向上策と、届出の充実や取締り強化等をセットで考えるべきで
ある。

108/110
131/132

211 376
377
378

発注者への情報提供に加え、契約や情報公開の方法などを新しい仕組みとし
て検討すべきである。

発注者を含む一般市民の適正費用負担に対する理解が深まるよう、よ
り一層の情報提供、啓発方法について検討すべきである。

108/110
131/132

205 376
379

下請の告知も書面で行うべきである。 380
381

元請・下請間の契約書記載事項について、再資源化等施設名、費用等は下
請が関与する余地はなく、意味がない。

381

下請業者は発注者と異なり建設業を営むものであり、一定の専門知識や技術
を有しており、契約書には必要事項が記載されている。

381

○建設リサイクルについての国民の
　 理解・意識が高くないこと

・元請・下請間の告知・契約
　等に関する規定について
　見直しは必要か。

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、元業業者・下請
業者間の告知・契約が適正に実
施されるとともに、適正費用負担
に対する理解が深まることが必要
である。

現行の規定に基づく元請業者・下請業者間の告知・契約が適正に実
施されるとともに、適正費用負担に対する理解が深まるよう、より一層
の情報提供、啓発方法について検討すべきである。

◎応分の費用負担に対する発注者等の
 　意識が高くないこと

■分別解体等における工事内容
　及び費用の明確化について

【論点】
・発注者・元請間の説明・
　契約等に関する規定について
　見直しは必要か。

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、発注者が建設リ
サイクルや適正処理に必要な費
用に対する理解を深め、適正に
費用負担することが重要である。

現行制度の実効性を高めるためには、一般市民を含めた全ての関係
者に対して、適正な費用負担に対する理解・意識を高めることが重要
であり、現行制度における元請業者から発注者への書面説明や契約書
への記載について、より一層の徹底・充実を図るべきである。

◎分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

◎関係者間の意思疎通や情報交換が
 　必ずしも十分でないこと

△依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

中間とりまとめ（案）
記載箇所

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

法制度上における解体業の位置付けについては、現在、建設業法では
28業種区分が設定され、これについては多様な考え方や意見があり、
現状では全てを網羅できるような方向性を見出し得ない状況であり、
長期的な視点に立った総合的検討の中で、適正な解体工事に必要とさ
れる技術の専門性、高度性や資質等について検討する必要がある。

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項 具体的な取組

現行制度の徹底と併せて、解体工事業者が技術力、遵法性及び環境
への取組等の情報を開示し、発注者や元請業者が自らの判断で業者
を評価・選択できるような仕組みについて検討すべきである。

110 214 370
372

◎分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

■解体工事業の登録制度
　について

【論点】
・解体工事業登録の登録制度
　について見直しは必要か。

解体工事業の登録制度において
は、建設業法の許可が不要な小
規模業者について、最低限必要
とされる技術・資質を担保し、併
せて発注者の保護を図ることが
必要である。

△依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

中間とりまとめ（案）
記載箇所

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

△依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

○分別解体等の取組が十分でない
 　ケースがあること

・事前届出・通知の手続に
　ついて見直しは必要か。

建築物等の分別解体等の履行確
保を図るためには、行政が事前
届出等の内容について審査を行う
ために必要な最低限の日数が確
保される必要がある。

○応分の費用負担に対する発注者等の
　 意識が高くないこと

■対象建設工事の事前届出・
　通知について

【論点】
・事前届出・通知の内容に
　ついて見直しは必要か。

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、建設リサイクル法
に基づく事前届出・通知におい
て、発注者が承知すべき事項、
行政が状況把握すべき事項につ
いて記載される必要がある。

届出等については、関係者の負担増に十分配慮したうえで、内容の充
実を図るとともに、併せて作業負担軽減のための効率化について検討
し、必要な措置を講ずるべきである。

◎分別解体等の取組が十分でない
 　ケースがあること

△再資源化状況の把握が必ずしも
　 十分とはいえないこと

△依然として不法投棄・不適正処理が
 　多いこと

△廃棄物処理状況の把握が必ずしも
　 十分とはいえないこと

検討が必要な事項 具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

具体的な取組

367
368

建築物等の分別解体等の履行確保を図るための行政審査に必要な日
数が確保される範囲内で、過度な規制とならないよう可能な限り短期
間に設定されていることから、当面は現行の届出時期を継続すべきで
ある。
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（２）再資源化における取組の推進

　①特定建設資材の指定品目及び再資源化

第１章 第２章 第３章

現行の特定建設資材４品目の平成１７年度再資源化等率は９１％から９８％
と目標を達成しており、再資源化施設も全国に分布し施設数も増加して
いるが、これら品目については今後も多量の排出が見込まれる。この
ことから、今後も現行の品目については指定を継続すべきである。

217 382
383

将来的な再資源化物のサステイナブルな利用方法について検討すべき。

最終処分量の削減や再資源化等率の向上という「量」の観点に加え
て、再リサイクル性向上やリサイクル用途拡大といった「質」の観点の
施策を強化すべきである。

217 382
385

長期的な課題として、再資源化業者育成の観点から、特定品目に関しての再
資源化施設の認定について、大枠の仕組みを検討すべき。

再資源化の更なる徹底を図るため、再資源化施設の整備、再資源化
率及び再資源化率等の目標の見直しを行うべきである。

217 382
384

特定建設資材の指定については、再資源化物のリサイクルの受け皿や、再資
源化コストが高い場合に発注者がその費用を支出できるか等を踏まえて判断
すべきである。

その他の建設資材については、排出量が少なく、技術面及びコスト面
等の状況も含めて直ちに特定建設資材に指定できる状態にないが、今
後の再資源化技術の開発や再資源化施設の整備状況を踏まえるととも
に、その進捗状況を見ながら検討する必要がある。

219 386
387

廃石膏ボードは、解体時における分別徹底の措置が必要である。 石膏ボードについては、直ちに特定建設資材に追加できる状況にない
が、まずは解体時の現場分別の徹底についての措置を講じる。

122
123

219 386
391
393

廃石膏ボードのリサイクル誘導策として、特定建設資材へ追加指定すべき（リ
サイクル率の高い新築系のみを追加すべき）。

122/123
124/125

219 386
389
392

廃石膏ボードと有害物質を同一視すべきでない。 115 386

廃石膏ボードについては、管理型処分に頼るだけでなく、リサイクルの推進
が必要である。

将来の特定建設資材への追加を念頭において、関係者の協力を得な
がら再資源化技術の開発や再資源化ルートの拡大、再資源化製品の
需要の育成を図るなど再資源化の促進に向けて必要な措置を講じるべ
きである。

122/123
124/125

219 386
392

廃石膏ボードについては、リサイクルに係る体制や技術開発が未確立である
こと等の課題を踏まえて検討すべき。

122/123
124/125

219 386
390
392

アスベストの湿潤処理と廃石膏ボードの分別解体方法について検討が必要で
ある。

廃石膏ボードの現場分別方法が明確でないことから、適切な現場分別
の方法について検討すべきである。

123 219 386
393

廃石膏ボードの現場分別による解体費用上昇について、発注者の理解が得ら
れるような流れを示す必要がある。

廃石膏ボードの現場分別は分別解体等の費用上昇を伴うことから、発
注者の理解が得られるよう、適正な費用負担についての十分な情報提
供を図るべきである。

123 386
394

建設汚泥については、建設発生土も併せて、建設リサイクル法独自の問題と
して総合的な取組が必要であり、再資源化や汚染について建設リサイクル法
で規定できないか。

386
395
400

建設発生土については廃棄物ではなく、建設リサイクル法の枠外である。

386
396
400

建設汚泥は廃棄物からの卒業の基準が厳しすぎる一方、健全な形になってリ
サイクルされたかの検証は十分に行われておらず、健全なリサイクルの促
進、不適正処理の防止について検討すべき。

219 386
397
400

◎廃石膏ボード等の再資源化の取組
 　の遅れ

△依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

・特定建設資材に追加すること
　が適当な品目はあるか。
（１）その他の建設資材
（２）石膏ボード
（３）建設汚泥

その他の建設資材の特定建設資
材への品目追加については、再
資源化による寄与の大きさと、技
術面及びコスト面等の課題を勘
案すべきである。

建設汚泥については、国土交通省が平成１８年６月に示された「建設汚
泥の再生利用に関するガイドライン」に基づき、引き続き適正な再生利
用を推進するとともに、廃棄物処理法に基づく都道府県等の再生利用
指定制度を有効に活用するなどして、より一層の関係者の協力を図
り、総合的な有効利用方策について推進すべきである。

○再資源化状況の把握が必ずしも
　 十分とはいえないこと

○分別解体の施工方法が不明確な
　 ケースがあること

◎分別解体等の取組が十分でない
 　ケースがあること

■特定建設資材の指定品目
　 及び再資源化について

【論点】
・現行の特定建設資材４品目
 （Co、Co及び鉄、木材、As）
　の指定を継続するか。

建設リサイクルの一層の促進及
び建設廃棄物適正処理の徹底を
図るためには、建設廃棄物の８割
を占める特定建設資材の分別解
体等及び再資源化等の徹底が重
要である。

△特定建設資材の再資源化に支障を
 　来す有害物質の存在

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所
建設廃棄物の

再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項
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　②再資源化等完了後の報告のあり方

第１章 第２章 第３章

発注者への完了報告が形骸化しており、制度がうまく回っていないのではな
いか（制度化が必要）。

117 222 401/402
403/406

自治体によっては、独自の取組で行政への完了報告を求めており、全国展開
すべきである。

222 401
403
406

不適正処理に対する実質的な発注者責任が無い以上、再資源化の確認・申
告を発注者に委ねるのは難しいので、元請業者に完了報告や不適正な場合
の申告を義務付けるべきである。

今後の廃棄物処理に係る措置の進展に対応した効率的な仕組みの構
築について検討する必要がある。

117 222 401
406

行政への事前届出は発注者が行うことから、行政への完了報告も発注者であ
るべき。

222 401
402
406

再資源化の促進・適正処理の徹底、両方の目的で廃棄物の流れの透明化、
効率化が必要であり、廃棄物の所在がリアルタイムに確認できるシステムで
あれば行政による再資源化の把握は可能である。

209
222

401/402
403/406

電子マニフェストのユーザーインターフェース改善、既存データベースの有
効活用等に関する意見がある。

117 222 401
404

情報管理は電子マニフェスト普及を前提とすべきだが、普及するまでの対応
等について検討が必要である。

117 222 401
405

適正処理の観点では情報把握の志向が強くなるが、多様なリサイクル促進の
観点からは自主的取組の促進等をベースとした制度が良い。

（３）縮減に関する取組の推進

　①木材の縮減のあり方

第１章 第２章 第３章

縮減（単純焼却）は特別な理由がない限り認めるべきではなく、徹底抑制
を図るべき。

木材の再資源化施設が近くにあっても、木材チップの需要があまりない地域
では受け入れてもらえない等の理由で縮減されるケースがある。

木材の縮減はLCAの観点から、CO2以外の環境負荷との比較も含めて再検討
すべき。

218 408

○分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

■再資源化等完了後の報告
　 のあり方について

【論点】
・行政が再資源化の状況を
　把握するため、元請業者に
　行政への完了報告を義務
　付ける必要はあるか。

建設廃棄物の再資源化及び適正
処理の履行確保を図るために
は、元請業者から費用の負担者
である発注者へ完了報告が確実
になされること、また、適正な再
資源化等が行われなかった場合
は、行政が迅速にその状況を把
握できることが重要である。

まずは発注者もしくは元請業者に行政への再資源化等完了報告及び不
適正な再資源化等に係る申告を義務付けることや、完了時のみなら
ず、廃棄物の再資源化を含む処理全体の流れについて、行政を含む
関係者がリアルタイムで把握できる透明性、効率性の高い仕組みを検
討するべきである。

◎再資源化状況の把握が必ずしも
 　十分とはいえないこと

△依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

408
410
411

408
409
411

不適正な再資源化等が行われた場合に行政が迅速に状況を把握でき
る仕組みを構築する中で、縮減の状況について把握し、不適正な縮減
が行われないように監視できるようにすることも検討すべきである。

218 408
409
412

建設発生木材のリサイクルの一
層の促進を図るためには、縮減
と称した安易な焼却を防止する必
要があり、また、地球温暖化防
止の観点からも建設発生木材縮
減の抑制は重要である。

現行の縮減規定のもと、不適正な縮減がなされないよう、関係者に対
して縮減規定の周知徹底を図るとともに、再資源化等の徹底及び不適
正縮減の防止に対する指導を強化すべきである。

118
119

218

縮減の実態及び木材チップの需要動向について把握と分析を行い、不
適正な縮減を抑制するために、地域における木材チップ需給状況や再
資源化施設についての情報提供の充実を図るべきである。

120
121

218

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

◎木材の縮減が多く、再資源化率が
 　低いこと

■木材の縮減のあり方
　 について

【論点】
・木材の再資源化を徹底させ
　るために、縮減規定を見直す
　必要があるか。

117 222 401
407

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項 具体的な取組

中間とりまとめ（案）
記載箇所

建設廃棄物の
再資源化の促進

△廃棄物処理状況の把握が必ずしも
 　十分とはいえないこと

行政への報告方法、報告を行う主体及び再資源化に係る状況を把握す
るために必要な情報等の整理や、電子マニフェストが普及するまでの
対応について検討する必要がある。

再資源化及び適正処理の履行確保に関しては、環境マネジメントシス
テムの認証制度を活用した制度による企業の自主的な取組の促進によ
る対応や、優良な産業廃棄物処理業者等に関する情報提供の促進等
について検討すべきである。

具体的な取組

○関係者間の意思疎通や情報交換が
　 必ずしも十分でないこと

中間とりまとめ（案）
記載箇所

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項
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３．建設廃棄物適正処理の徹底

（１）適正処理における取組の推進

　①不適正処理が発生するメカニズム

第１章 第２章 第３章

不法投棄や不適正処理については、マニフェストの強化や罰則等の強化で相
当程度減少していると認識している。

自ら処理についての実態把握を行い、不適正処理等につながる建設廃
棄物の流れを把握する必要がある。

105
106
126

222 413
418
419

不法投棄の第一原因は、金銭を目的とする悪意の確信犯によるものである。 自ら処理を含め不適正処理等につながる建設廃棄物の流れを的確に
把握する仕組みを検討することが必要である。

126 222 413
418
419

不法投棄案件を見ると、排出事業者が不法投棄や不適正事例に多数関係し
ている。

126 222 413
418
419

不法投棄における排出事業者の定義は非常に不明確である。 126 222 413/414
418/419

建設系の大規模な不法投棄は、中間処理後に行われているというケースが
多い。

126 222 413
419

中間処理施設の能力を超えた量が排出された場合、超過分が処理されずに
不法投棄になっていることが問題である。

126 222 413
419

中小業者による木造建築物解体工事に関する不法投棄と、大量の汚泥やＣｏ
塊が排出される大規模工事に関係する不法投棄では、形態が異なる。

126 222 413
419

自ら処理におけるマニフェストの扱い等、不適正処理にならないようなマニ
フェストの仕組みを検討すべき。

126 222 413/415
417/418
419

自治体の環境部局には警察権がなく、迅速な対応がとれないため、大規模
事案が発生する。

126 222 413
418
419

　②不適正処理の防止策の実施

第１章 第２章 第３章

リサイクルの促進とともに、リサイクルに名を借りた不適正処理の防止も同時
にバランスをとってやっていくことが重要である。

126 222 420
421

自ら処理におけるマニフェストの扱い等、不適正処理にならないようなマニ
フェストの仕組みを早急に検討すべきである。

126
127

222 420
423

建設廃棄物を自ら処理する場合には、処理の内容と処理する場所について許
可制や登録制にすることが望ましい。

126
127

222 420

自ら処理について、地域住民でチェックする方法もあるのではないか。 127 222 420

マニフェスト制度を強化すればするほど、まじめな人に多大なコストがかか
り、無法者が喜ぶことになりがちで、必ずしも不法投棄を抑制できるとは限ら
ない。悪意の第三者には罰則や取締まりの強化が重要である。

126
127

420
422

電子マニフェストのユーザーインターフェース改善、既存データベースの有
効活用等に関する意見がある。

126
127

222 420
421
422

建設リサイクル法の届出とマニフェスト情報を照合すれば具体的な情報把握
が可能であると認識している。

126
127

222 420

再資源化の促進・適正処理の徹底、両方の目的で廃棄物の流れの透明化、
効率化が必要であり、廃棄物の所在がリアルタイムに確認できるシステムが
あれば問題は解決できる。

126
127

222 420
421

不法行為を行う人を規制するために膨大なエネルギーとコストをかけるのは
仕組みとして荷が重いが、だからといって透明化しないでいたら不適正処理
の行為者が特定できないので、これを解決するのが非常に重要である。

222 420
421

発注者にも不法投棄の場合に何らかの責任を負わせる方法を検討した方が良
いのではないか。

222 420

127 222 420/421
422/423

△分別解体等の取組が十分でない
 　ケースがあること

■不適正処理の防止策
　 の実施について

【論点】
・不適正処理を防止するために
　必要な対策は何か。

建設廃棄物の不法投棄等の不適
正処理を防止するためには、不
適正処理につながる建設廃棄物
の流れを迅速に把握し、監視の
強化、対応の迅速化を図る必要
がある。

廃棄物の流れを行政を含む関係者がリアルタイムに把握できる、透明
性、効率性の高い仕組みの構築が必要である。

◎依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

◎廃棄物処理状況の把握が必ずしも
 　十分とはいえないこと

環境マネジメントシステムの認証制度を活用した事業者の自主的な取
組の促進による対応や、優良な産業廃棄物処理業者等に係る情報提
供の方策についても検討する必要がある。

リサイクルに名を借りた不適正処理については、リサイクルなんか全然してお
らず、保管場所の適正の問題や不法投棄そのものである。リサイクルを監視
しなければというのはすごく過大であって、廃棄物処理法の取締まりで十分
対応できる。

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所
建設廃棄物の

再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

△分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

■不適正処理が発生する
　メカニズムについて

【論点】
・自ら処理と称した不適正
　処理、無許可業者による
　処理を防止するための
　方策は何か。

自ら処理における適正処理の実
施を確保するとともに、無許可業
者への委託を防止することが不
可欠である。

◎依然として不法投棄・不適正処理が
 　多いこと

◎廃棄物処理状況の把握が必ずしも
　 十分とはいえないこと

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項 具体的な取組

中間とりまとめ（案）
記載箇所

建設廃棄物の
再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進
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（２）取締まりにおける取組の推進

　①パトロール等の実効性向上

第１章 第２章 第３章

マニフェスト制度を強化すればするほど、まじめな人に多大なコストがかかり、無
法者が喜ぶことになりがちで、必ずしも不法投棄を抑制できるとは限らない。悪
意の第三者には罰則や取締まりの強化が重要である。

悪意の第三者に対しては、監視強化や取締まりを強化すべきである。 128 222 424
425

自治体の環境部局には警察権がなく、迅速な対応がとれないため、大規模
事案が発生する。

128 222 424
425

パトロールから得られる現場の実態、行政処分の実態を関係者にフィード
バックすることが非常に重要である。

取組の結果や行政処分の情報を公開することで、関係者の法令遵守に
対する意識の向上を図るべきである。

128 222 424
426

　②現場状況把握の強化

第１章 第２章 第３章

事業者、周辺住民の意識向上や啓発のため、現場標識に法律の意味を記載
してはどうか。

現場標識の掲示を徹底するよう方策を講ずるべきである。 128 222 427
428
430

届出済みシールを全国実施してほしい。 届出済みシールの現場標識への貼付について全国展開を図るべきであ
る。

128 222 427
429
430

上記取組等の進展によって、地域住民や発注者を含む関係者の意識向
上が図られ、関係者間で法令が適正に遵守されているかのチェックが
なされることが期待される。

128 222 427
430

　③行政における情報共有等の連携強化

第１章 第２章 第３章

公益に資するための情報利用は個人情報保護の障害にはならないので、行う
べきである。

行政間の情報共有等の連携がスムーズになされる方策について検討
し、実施すべきである。

128 222 431/432
433/434

建設リサイクル法の届出とマニフェスト情報を照合すれば具体的な情報把握
が可能であると認識している。

128 222 431/432
433/434

個人情報の関係などにより、届出先の建設部局と環境部局で情報共有がス
ムーズでなく、連携が取れていない。

128 222 431/432
433/434

○分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

■行政における情報共有等の
　連携強化について

【論点】
・行政（建設部局・環境部局）
　における情報共有等の連携
　強化が必要ではないか。

建設廃棄物の再資源化及び適正
処理の履行確保を図るために
は、届出情報等を関係する行政
部局間（建設部局及び環境部
局）で共有するなどの連携が重
要である。◎再資源化状況の把握が必ずしも

　 十分とはいえないこと

◎依然として不法投棄・不適正処理が
 　多いこと

◎廃棄物処理状況の把握が必ずしも
　 十分とはいえないこと

◎関係者間の意思疎通や情報交換が
 　必ずしも十分でないこと

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所
建設廃棄物の

再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

◎分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

■現場状況把握の強化
　 について

【論点】
・行政が効率的に分別解体等
　や再資源化等の状況把握を
　行うための方策は何か。

建設廃棄物の再資源化及び適正
処理の履行確保を図るために
は、行政が現場において効率的
に分別解体等及び再資源化等の
状況を把握する必要がある。

◎再資源化状況の把握が必ずしも
 　十分とはいえないこと

○木材の縮減が多く、再資源化率が
　 低いこと

◎依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

◎廃棄物処理状況の把握が必ずしも
 　十分とはいえないこと

具体的な取組
中間とりまとめ（案）

記載箇所
建設廃棄物の

再資源化の促進

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項

128 222 424
425

◎依然として不法投棄・不適正処理が
　 多いこと

建設廃棄物の再資源化及び適正
処理の履行確保を図るために
は、届出等の手続きに加え、行
政パトロール等の充実により不法
事例の摘発を強化することで、関
係者の法令遵守に対する意識向
上を図ることが有効である。

◎再資源化状況の把握が必ずしも
　 十分とはいえないこと

○木材の縮減が多く、再資源化率が
 　低いこと

リサイクルに名を借りた不適正処理については、リサイクルなんか全然してお
らず、保管場所の適正の問題や不法投棄そのものである。リサイクルを監視
しなければというのはすごく過大であって、廃棄物処理法の取締まりで十分
対応できる。

◎廃棄物処理状況の把握が必ずしも
 　十分とはいえないこと

建設廃棄物の適正処理の
徹底と不法投棄・
不適正処理の防止

関係者の意識向上等と
循環型社会形成の促進

◎分別解体等の取組が十分でない
　 ケースがあること

■パトロール等の実効性向上
　について

【論点】
・建設リサイクル法の実効性
　を高めるためには、行政に
　よるパトロールの充実が
　必要ではないか。

建設リサイクルにおける課題
着目する観点

／論点
基本的な方向性 検討が必要な事項 具体的な取組

中間とりまとめ（案）
記載箇所

建設廃棄物の
再資源化の促進
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